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３．山村（中山間地域）の動向

（１）山村の現状
（山村の役割と特徴）

その多くが中山間地域＊70に位置する山村は、林業を始め様々な生業が営まれる場であ
り、森林の多面的機能の発揮に重要な役
割を果たしている。
「山村振興法」に基づく｢振興山村＊71｣

は、令和４（2022）年４月現在、全国市町
村数の約４割に当たる734市町村におい
て指定されており、国土面積の約５割、
林野面積の約６割を占めているが、その
人口は全国の2.5％にすぎない＊72。

（過疎地域等の集落の状況）
山村においては、過疎化及び高齢化が

進行し、集落機能の低下、さらには集落
そのものの消滅につながることが懸念さ
れている。
「過疎地域等における集落の状況に関

する現況把握調査＊73」によると、平成27
（2015）年度調査から令和元（2019）年度調
査にかけて96市町村において164集落が
消滅している。これらの集落の森林・林
地の状況については、46％の集落で元住
民、他集落又は行政機関等が管理をして
いるものの、残りの集落では放置されて
いる（資料Ⅱ－29）。また、山村地域の集
落では、空き家の増加を始めとして、耕
作放棄地の増大、獣害や病虫害の発生、
働き口の減少、森林の荒廃等の問題が発
生しており、地域における資源管理や国

＊70 平野の外縁部から山間地を指す。国土面積の約７割を占める。
＊71 旧市町村（昭和25（1950）年２月１日時点の市町村）単位で林野率75％以上かつ人口密度1.16人/町歩未満（いずれも

昭和35（1960）年時点）等の要件を満たし、産業基盤や生活環境の整備状況からみて、特にその振興を図ることが
必要であるとして山村振興法に基づき指定された区域。１町歩は9,917.36㎡（約１ha）である。

＊72 全国の面積・人口については総務省「令和２年国勢調査」、全国の林野面積については農林水産省「2020年農林
業センサス」、振興山村の面積については農林水産省「2015年農林業センサス」、振興山村の林野面積について
は「2015年農林業センサス」と「2020年農林業センサス」により推計。

＊73 令和２（2020）年に総務省及び国土交通省が公表。

　注：「該当なし」及び「無回答」を除いた合計値から割
合を算出。

資料：総務省及び国土交通省「過疎地域等における集落の
状況に関する現況把握調査」（令和２（2020）年３月） 
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資料Ⅱ－29

　注：市町村担当者を対象とした調査結果。
資料：総務省及び国土交通省「過疎地域等における集落の

状況に関する現況把握調査」（令和２（2020）年３月）

空き家の増加
耕作放棄地の増大

獣害・病虫害の発生
住宅の荒廃（老朽家屋の増加）
商店・スーパー等の閉鎖

働き口の減少
公共交通の利便性の低下

森林の荒廃
伝統的祭事の衰退

運動会など集落・地区行事の減少
（％）
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土保全が困難になりつつある（資料Ⅱ－30）。
一方、山村には、豊富な森林資源や、水資源、美しい景観のほか、多様な食文化や木の

文化を始めとする伝統・文化、生活の知恵や技等、有形無形の地域資源が数多く残されて
おり、都市住民や外国人観光客は、このような地域資源に対し大きな関心を寄せている。
また、地方移住に関する相談・問合
せ数は増加傾向で推移しているほか

（資料Ⅱ－31）、令和３（2021）年６月
に内閣府が行った「農山漁村に関す
る世論調査」によると、都市住民の
うち農山漁村地域への移住願望があ
る者の割合は26.6％であった。地方
公共団体では、林業の魅力を広める
ことで地方移住を支援する取組もみ
られる（事例Ⅱ－８）。

（２）山村の活性化
（山村の内発的な発展）

山村地域での生活を成り立たせて
いくためには、地域資源を活かし

　注：ふるさと回帰支援センター（東京）への相談・問合せ数
資料：特定非営利活動法人100万人のふるさと回帰・循環運動推

進・支援センタープレスリリース「2022年の移住相談の
傾向、移住希望地ランキング公開」（令和５（2023）年２月
16日付け）
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和歌山県における「わかやま林業移住」の取組事例Ⅱ－８
和歌山県では、新規就業者を確保するため林業移住を推進しており、都市部等における

「わかやま林業体感セミナー」の開催やSNSを活用した情報発信により、紀州林業の魅力を
伝え、就業希望者の裾野を拡げるとともに、林業労働力確保支援センターや、わかやま移住
定住支援センター、市町村と連携し、就業相談から林業事業体へのあっ旋、住まい・暮らし
まで一貫したサポートを行っている。

さらに、就業前に林業の技術を習得するための取組として、和歌山県農林大学校林業研修
部において林業の現場で必要な技術と知識の習得や資格の取得などを支援している。

これらの取組により、森林組合や林業事業体等への就業がみられ、林業による県外からの
移住につながっている。

就業相談会の様子令和３（2021）年度セミナー
（和歌山県会場）の様子
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た産業の育成等を通じた山村の内発的な発展が不可欠である。特
に、木の文化については、我が国では、古くから生活のあらゆる
場面で木を使い、各地域の気候や食文化等とも連動し、古民家等
の木造建築物や木製食器等の多様な文化を生み出してきたところ
であり、これらを活用した観光コンテンツの育成も取り組まれて
いる。

このため、森林資源を活用して、林業・木材産業を成長発展させるほか、特用林産物、
広葉樹、ジビエ等の地域資源の発掘と付加価値向上等の取組を支援するとともに、インバ
ウンドを含めた旅行者に農山漁村に滞在してもらう「農泊」を推進している（事例Ⅱ－９）。
国有林野事業においても、「日

にっ
本
ぽん

美
うつく

しの森 お薦め国有林＊74」を選定し、外国人観光客も含
めた利用者の増加を図るため、標識類等の多言語化、歩道等の施設整備等に取り組んでい
る。

（山村地域のコミュニティの活性化）
山村地域の人口が減少する中、集落の維持・活性化を図るためには、地域住民や地域外

関係者による協働活動を通じたコミュニティの活性化が必要である。また、地域資源の活
用により山村地域やその住民と継続的かつ多様な形で関わる「関係人口」の拡大につなが
ることが期待されている。

このため、林野庁では、山村の生活の身近にある里山林の継続的な保全管理、利用等の

＊74 「日本美しの森 お薦め国有林」については、第Ⅳ章第２節（３）174ページを参照。
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で活動しているフォレスト・マントル上鹿川という団体は、上
鹿川の森林環境保全や林道・登山道の整備を行っている。

その活動の一つとして、上鹿川の広葉樹を有効活用するため、国有林等のカエデ類の樹液
からメープルシロップを作り、延岡市内の観光物産店等で販売している。メープルシロップ
の生産量は、気候や自然環境に左右されるため、樹液の安定的な確保や生産性等の課題はあ
るが、樹液の採取時期や期間等の工夫を行い、年々生産量は増加している。また、採取体験
やメープルシロップを使ったお菓子等の商品開発にも取り組んでおり、今後も広葉樹の活用
を中心に様々な取組が続くことが期待される。

カエデ類の樹液から作った
メープルシロップ

採取体験の様子

山村地域の活性化
https://www.rinya.maff.go.jp/j/
sanson/kassei/index.html

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/kassei/index.html


第Ⅱ章　 林業と山村（ 中山間地域）

110 ｜｜令和４ 年度森林及び林業の動向

協働活動の取組を支援している（事例Ⅱ－10）。
さらに、地域の新たな支え手を確保できるよう、特定地域づくり事業協同組合＊75等の

枠組みの活用を推進するとともに、林業高校や林業大学校等への進学、「緑の雇用」事業
によるトライアル雇用等を契機とした移住・定住の促進を図っている。

このほか、人口の減少、高齢化の進行等により農用地の荒廃が進む農山漁村における農
用地の保全等を図るため、令和４（2022）年10月に改正法が施行された「農山漁村の活性化
のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」により、「農用地の保全等に関する
事業」の中で放牧等の粗放的利用や鳥獣緩衝帯の整備、林地化に取り組むことができるよ
うになった。林地化に当たっては農地転用手続の迅速化が措置されており、山際などの条
件が悪く、維持することが困難な荒廃農地を森林として管理・活用を図る取組にも活用さ

＊75 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特
定地域づくり事業を行う事業協同組合。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー（季節ごとの労働需要等に応
じて複数の事業者の事業に従事する者）に係る労働者派遣事業等をいう。

栃木県那
な

珂
か

川
がわ

町
まち

を活動拠点とする特定非営利活動法人馬
ば

頭
とう

農村塾は、青少年の健全育成と
都市と山村の交流等を目的として、里山林の再生に取り組んでおり、除間伐や広葉樹の植
栽・保育、作業道の整備等を実施している。

当初は地域住民のみの活動であったが、整備後の山林と作業道を利用して、幼児から大学
生まで幅広く環境学習の受入れを始めたことで、これに関心を持った大学生が会員となり、
その後の森林整備に継続的に参加し地域との関係を深め、さらには地域の森林組合に就職し
たりするなど、関係人口から定住人口への移行に成功している。

また、令和３（2021）年より全国で自然環境の保全・再生や環境教育活動を行う一般社団法
人SEEDS OF LIFE instituteと協働し、都市住民に対しても自然教育等の啓蒙活動を実施し
ている。森林整備作業や「苗木のホームステイ注」等を通じて交流しており、今後も更なる
関係人口の拡大が期待されている。
注：那珂川町で採取した種子や苗木をボランティアの自宅に持ち帰り育成し、大きく育った段階で那珂川町に植

樹する取組。ボランティアの苗木への愛着が森林や那珂川町への関心につながることが期待される。

森林整備から始まる関係人口・定住人口の拡大事例Ⅱ－10

都市住民との交流
（写真提供：一般社団法人SEEDS 

OF LIFE institute）

大学生との森林整備活動
（写真提供：NPO法人馬頭農村塾）
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れると期待される。
（多様な森林空間利用に向けた「森林サービス産業」の創出）

森林空間の利用については、心身の健康づくりのための散
策やウォーキングのほか、スポーツ、文化、教育等の分野で
の活用にも一定のニーズがある（資料Ⅱ－32）。近年、人々の
ライフスタイルや社会情勢が変化する中で、森林環境教育や
レクリエーションの場に加え、メンタルヘルス対策や健康づ
くりの場、社員教育の場等として森林空間を利用しようとする新たな動きもある＊76。さら
に、新型コロナウイルス感染症の影響により、自然豊かなリゾート地等で余暇を楽しみつ
つ仕事を行うワーケーションにも注目が集まっている。人生100年時代を迎える中、様々
なライフスタイルやライフステージにおいて森林空間を活用する取組によって、「働き方
改革」の実現、健康寿命の延伸、アクティブ・ラーニング＊77やウィズコロナの生活様式
の実践等が図られ、社会課題の解決につながることが期待される。

このような中、健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用することで、山村地
域においては、体験プログラムを提供するガイド等の収入機会の確保や、都市から山村地
域に訪れる人が増えたり、体験プログラム等により旅行者の滞在期間が延びることで、飲
食店や小売店等の地域の関係者の収入増加が期待されるとともに、山村の活性化に向けた
関係人口の創出・拡大につながる。

林野庁では、森林空間が生み出す恵みを活用して、老若男女の多様な生活者を意識した
サービスを地域内で複合的に提供する産業を「森林サービス産業」と称して、その推進に
取り組んでいる。令和４（2022）年度は、森林空間を活用することによる心身の状態の変化
を測定するモニターツアー等の取組を３地域で、研修会の開催を２地域で実施した＊78（事
例Ⅱ－11）。これまでの取組地域の中には国有林の「レクリエーションの森」を観光資源
として活用する取組もみられ
る＊79。さらに、森林サービス産
業の創出・推進に関心のある地
方公共団体や民間事業者、研究
者等の様々なセクターで組織す
る「Forest Style ネットワーク」
では、シンポジウムの開催など
を通じて、森林空間利用に関す
る様々な情報共有等を行ってい
る。

また、農林水産省では、「農
泊」の推進の一環として、森林

＊76 森林空間を利用したアウトドアスポーツやメンタルヘルス、社員教育等の事例については、「令和元年度森林及
び林業の動向」特集第２節（３）25-29ページを参照。

＊77 主体的・対話的で深い学びのこと。
＊78 令和４（2022）年度に実施したモデル事業の成果については、林野庁ホームページ「「森林サービス産業」創出・

推進に向けた活動支援事業の成果等（令和４年度実施分）」を参照。
＊79 国有林の観光資源としての活用等に向けた取組については、第Ⅳ章第２節（３）174ページを参照。

資料：農林水産省「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」（令
和３（2021）年２月公表）における「日常の生活の中で森林で行い
たいこと」
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心身の健康づくりのため森林内の散策やウォーキング
森林の中でのランニングや自転車による走行

森林の中での音楽鑑賞及び芸術鑑賞などの文化的活動
企業や団体が行う森林の中での社会貢献活動への参加

森林の中でのヨガや瞑想
森林の中で自然を活用した保育・幼児教育
森林に囲まれた環境にあるオフィスでの仕事
企業や団体が行う森林の中での研修への参加

その他
特にない
わからない

森林空間利用に対するニーズ（複数回答）資料Ⅱ－32

森林サービス産業 ポータルサイト 
人と森と。フォレストスタイル

https://forest-style.jp

https://forest-style.jp
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空間を観光資源として活用するための体験プログラムの開発、ワーケーションやインバウ
ンド受入環境の整備及び古民家等を活用した滞在施設の整備等を支援している。

長野県木
き

曽
そ

町
まち

の開
かい

田
だ

高原を拠点として活動する一般社団法人木曽おんたけ健康ラボは、開
田高原の貴重な自然環境や地域資源を活かし、「運動により心身ともに健康になる」ことを
目的として、木曽馬と歩く健康ウォークやマウンテンバイク体験、スノーシュー体験、ヨガ
教室など日帰りで楽しめるプログラムを提供している。

また、木曽おんたけ健康ラボでは更なる集客と地域活性化を目指して、周辺の宿泊施設や
食事処、町営の温浴施設など、地域全体の多様な主体と連携することで滞在型ツアーの開発
にも取り組んでいる。

令和４（2022）年に実施されたモデルツアーでは心身の健康効果を実証するためのエビデン
スの取得にも取り組み、ツアー後の心理的回復効
果が確認された（図表）。

木曽おんたけ健康ラボはこの成果を活かして健
康経営に取り組む企業等へ滞在型ツアーの利用を
呼び掛けており、更なる地域全体の活性化につな
がることを期待している。
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　注：主観的回復感を調べる７段階の質問票に
よる調査にて、ツアー実施による心理的
回復効果が有意（p<0.01）に確認された。

資料：Momo統合医療研究所木村理砂氏のデー
タに基づいて林野庁森林利用課作成。

図表　ツアー後の心理的回復効果

健康ウォークの様子 マウンテンバイク
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